
 

 

小樽市指定地域密着型サービス事業者等の事故の報告に関する規則 

平成２５年３月２８日 

規則第１６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、小樽市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及

び運営に関する基準等を定める条例（平成３０年小樽市条例第９号。以下「地

域密着型条例」という。）第７条、小樽市指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営の基準等に関する条例（平成２７年小樽市条例第１９号。以下「介

護予防支援条例」という。）第４条及び小樽市指定居宅介護支援等の事業の

人員及び運営に関する基準等を定める条例（平成３０年小樽市条例第１１号。

以下「居宅介護支援条例」という。）第４条の規定に基づき、事故が発生し

た場合の対応に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 事業者 地域密着型条例第１条に規定する指定地域密着型サービス等

事業者、介護予防支援条例第４条に規定する指定介護予防支援事業者等及

び居宅介護支援条例第１条に規定する指定居宅介護支援等事業者をいう。 

(2) 利用者 地域密着型条例第１条に規定する指定地域密着型サービス等、

介護予防支援条例第１条に規定する指定介護予防支援及び基準該当介護予

防支援並びに居宅介護支援条例第１条に規定する指定居宅介護支援等の利

用者をいう。 

（事故の範囲） 

第３条 地域密着型条例第７条、介護予防支援条例第４条及び居宅介護支援条

例第４条に規定する事故（事業者の過失がない事故を含む。）は、次のとお



 

 

りとする。 

(1) 利用者の死亡 

(2) 利用者に対する虐待（不適切な処遇又はその疑いのあるものを含む。） 

(3) 利用者の失踪及び行方不明（行方不明者発見活動に関する規則（平成２

１年国家公安委員会規則第１３号）第６条第１項の規定により行方不明者

に係る届出がなされたものに限る。） 

(4)  利用者が骨折、打撲、裂傷等により、医療機関を受診したもの（施設

の勤務医及び配置医の診断を受けた場合を含む。） 

(5) 誤薬、与薬漏れその他の服薬に係る利用者に対する不適切な行為 

(6) 利用者の異食（誤飲及び誤食をいう。）、誤嚥
えん

及び窒息 

(7) 実施した医療処置に係る利用者の不適切な行為 

(8) 利用者の不法行為 

(9) 利用者の無断外出 

(10) 利用者に対する不法行為その他不適切な会計処理等により利用者に対

して不利益を与える行為 

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に報告の必要があると認めるも

の 

（事故の報告） 

第４条 事業者は、前条に規定する事故が発生した場合には、当該事故が発生

した日から５日以内に、当該事故の状況等を、事故報告書（様式。以下「報

告書」という。）により市に報告するものとする。 

２ 事業者は、前項の規定による報告を行った後、当該事故について追加で報

告すべき事項が生じたときは、その内容を、報告書により市に報告するもの

とする。 

３ 事業者は、第１項の規定による報告を行った後、当該事故の原因分析、再



 

 

発防止策等を、報告書により市に報告するものとする。ただし、同項の規定

による報告を行った際、当該報告書に当該事故の原因分析、再発防止策等を

記載したときは、この限りでない。 

４ 事業者は、市長が特に必要があると認めるときは、報告書のほか、介護記

録その他の資料を提出しなければならない。 

（市の対応） 

第５条 市長は、報告書を検証し、必要に応じ当該事業者に対し助言又は指導

を行うとともに、事故の再発防止に資するため、当該事故に係る発生要因、

再発防止策等の留意事項について、他の事業者に提供するものとする。 

附 則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（令３．３．１９規則１８） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令６．３．２９規則３０） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の小樽市指定地域密着型サービス事業者等

の事故の報告に関する規則の規定により作成された用紙がある場合は、当分の

間、これを使用することができる。 


